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議案第３８号 

   小田原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

小田原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１７年小田原市条例第２７

号）の一部を次のように改正する。 

第７条第４項を削る。 

第８条第１項中「第９条、第９条の３、第１８条第１項及び第２０条」を「第９条の

３及び第１８条第１項」に改め、同条第２項中「及び第１９条第２項」を「、第１９条 

第２項及び第２０条第２項第１号」に、「１００分の１２２．５」を「１００分の 

１２５」に、「１００分の１７０」を「１００分の９５」に、「「１００分の 

１２７．５」を「給与条例第２０条第２項第１号中「１００分の１０５」に、「１００

分の１７５」を「１００分の８７．５」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

令和 ７ 年 ２ 月１４日提出 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

（理由） 

国の特定任期付職員に対する勤勉手当等の取扱い及びこれに応じた地方自治法の一部

改正による給与制度の整備を踏まえ、本市の特定任期付職員に対し勤勉手当を支給する

こととする等のため提案するものであります。 


